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第６回小林市・野尻町合併協議会次第 
 

１ 開    会 

２ 会長あいさつ 

３ 議    事 

 

① 報告事項 

報告事項標題 部会 
本編資料 

ページ 

現況調書 

ページ 

報告第２６号 第 5 回小林市・野尻町合併協議会以降の経過について － 2～5 － 

報告第２７号 小林市・野尻町合併協議会委員の変更について － 6 － 

報告第２８号 その他関係【選挙】について 総務 7～8 1～5 

報告第２９号 自治会・行政連絡機構の取扱いについて 企画財政 9～10 6～15 

報告第３０号 町名・字名の取扱いについて 〃 11～12 16～17 

報告第３１号 その他関係【市町の計画、運輸・通信】について 〃 13～14 18 

報告第３２号 その他関係【企画】について 〃 15～16 19 

報告第３３号 農林水産関係について 産業建設 17～25 20～31 

報告第３４号 商工・観光関係について 〃 26～28 32～34 

報告第３５号 補助金、交付金等の取扱い（商工・観光関係）について 〃 29～32 35～41 

報告第３６号 建設関係について 〃 33～34 42 

報告第３７号 下水道関係について 〃 35～39 43～46 

報告第３８号 水道関係について 〃 40～42 47～49 

 

② 確認事項……………………………………………………………………………４３ 

１．第７回小林市・野尻町合併協議会の開催について 

２．第８回小林市・野尻町合併協議会の開催について 

３．第９回小林市・野尻町合併協議会の開催について 

４．第１０回小林市・野尻町合併協議会の開催について 

 

③ 小林市・野尻町合併協議会委員等名簿…………………………………………４４ 

４ そ の 他 

５ 閉 会 
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 報告第２６号  

 
 

第５回小林市・野尻町合併協議会以降の経過について 

 
 
 
第５回小林市・野尻町合併協議会以降の経過について、別紙のとおり報告する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成２１年 ７月３０日提出 

 
 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会 

会 長  堀  泰 一 郎
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第５回小林市・野尻町合併協議会以降の経過 

月 日 経  過  内  容 場      所 

7月 2日 産業建設部会先進地視察研修(入札・契約・検査) 都城市役所 

7月 16日 第 6回首長会・幹事会合同会議 小林市役所４階大会議室 
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第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回

第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回

(1) 組織機構

H21.3.19 H21.4.7 H21.4.14 H21.4.28 H21.5.12 H21.5.19 H21.6.23 H21.6.30 H21.7.7 H21.7.14

H21.7.21

(2) 企画財政

H21.4.27

H21.5.12

(3) 開庁準備 H21.4.17 H21.5.21 H21.6.10

H21.4.17

H21.4.17 H21.5.15 H21.6.24

H21.4.17

H21.4.17

(4) 文書例規 H21.4.8 H21.4.23

H21.3.3

(5) 電算統合 H21.5.27 H21.6.3 H21.6.4 H21.6.10 H21.6.17 H21.6.18 H21.6.19 H21.6.26 H21.7.8 H21.7.9

H21.7.15 H21.7.21

H21.6.3 H21.6.11 H21.6.18 H21.7.16

H21.5.26 H21.5.29 H21.6.3 H21.6.9 H21.6.17 H21.6.23 H21.7.1 H21.7.15 H21.7.21 H21.7.22

H21.6.3 H21.6.4 H21.6.11 H21.6.19 H21.6.25 H21.7.7 H21.7.16 H21.7.23

H21.4.24 H21.6.3 H21.7.10

グループ会議

グループ会議

グループ会議

④

標識看板

式典企画

広報

④

8

9

15

13

14

①

②

③

3

企画①

財政②

班

グループ会議

1

2

プロジェクト会議

①

②

文書管理

例規調整

税B

グループ会議

10

11

12 住民A

住民B

税A

①

②

③

合併準備プロジェクト開催状況　　　　（平成21年2月26日～）

プロジェクト
グループ

移転

組織機構班①

会計③

6

7

4
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第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回

第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回

(1) 総務 H21.6.2 H21.6.29 H21.7.8 H21.7.10 H21.7.21 H21.7.27

(調整委員会) (調整委員会)

H21.5.18 H21.5.19 H21.5.26

H21.3.23 H21.4.10 H21.5.15

H21.5.14 H21.5.15 H21.5.21 H21.5.27

H21.5.8 H21.5.18

調整済

調整済

調整済

(2) 企画財政 H21.3.30 H21.5.20

① H21.5.25

H21.3.25

H21.3.24 H21.4.22 H21.5.12

H20.12.4 H21.3.23 H21.4.20 H21.4.30 H21.5.14

H20.12.3 H20.12.10 H20.12.17 H20.12.26 H21.1.7 H21.1.15 H21.1.20 H21.1.28 H21.2.9 H21.3.3

H21.3.18 H21.3.30 H21.4.8 H21.4.14 H21.4.22 H21.5.11 H21.6.4 H21.6.24 H21.7.10

(3) 厚生 H21.3.27 H21.4.21

① H20.12.9

② H21.7.15 H21.3.16 H21.3.26 H21.6.8

H21.4.10 H21.5.19

H20.12.8 H20.12.19 H21.1.15 H21.2.6 H21.2.16 H21.6.15

H20.12.3 H21.2.16 H21.4.28 H21.7.10 H21.7.23

H21.5.8 H21.5.11

調整済

(4) 産業建設 H21.4.6 H21.5.1 H21.5.14 H21.5.21

① H21.5.8 H21.3.27 H21.4.9 H21.4.15 H21.5.13 H21.5.21

② H21.5.18

③ H21.7.2 H21.4.13 H21.4.14 H21.4.21

(都城研修)

④ H21.7.15 H20.12.4 H21.3.25 H21.5.8 H21.5.15 H21.5.22

H20.3.19 H21.3.25 H21.3.30 H21.4.7 H21.4.16 H21.5.18 H21.5.19 H21.6.17 H21.6.23

H21.4.9 H21.4.17 H21.6.2 H21.6.23

H20.3.26 H21.4.20 H21.4.30 H21.5.15 H21.5.22

H21.4.15

(5) 文教 H21.5.12 H21.6.26

H21.7.23
(福祉分科会合同会議） H21.6.16 H21.6.30

調整済

⑦

④

③

⑧

②

①

⑥

31

28

22

19

27

26

23

29

24

25

6

30

9

10

11

7

8

13

16

17

21

⑤

⑤

①

②

20

18

③

12

⑥

14

15

①

②

④

③

住民

商工観光

農業委員会

⑦

畜産

介護

保健予防

病院

国保

生活環境

⑥ 監査

⑤ 電算

管財

財政

⑦

②

③

①

⑧

②

議会

⑤

④

③

会計

企画

公平委員会

税務

行政・人事

固定資産評価
審査委員会

消防・防災

①

給食センター

建設

耕地

学校教育

社会教育

農林水産

福祉

④

水道

下水道

専門部会・分科会開催状況　　　　（平成20年12月1日～）

分科会名部会名

4

選挙3

1

2

5
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 報告第２７号  

 
 

小林市・野尻町合併協議会委員の変更について 

 
 
 
小林市・野尻町合併協議会委員の変更について、下記のとおり報告する。 

 
 
 
平成２１年７月３０日提出 

 
 

 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会 

会 長  堀  泰 一 郎 

 

記 

 

  （順不同・敬称略） 

身分規定 市町名 
新  任 旧  任 

理由 
氏  名 備  考 

（役職名） 氏  名 備  考 
（役職名） 

協議会規

約第７条

第１項第

２号に規

定する委

員［１市１

町の議会

の議員］ 

小林市 
小野
お の

信
のぶ

雄
お

 
議会運営委

員会委員長 首藤
しゅどう

美也子
み や こ

 
議会運営委

員会委員長 

委員長

の変更

のため 
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 報告第２８号  

 
 

その他関係【選挙】について 

 
 
 
合併協定項目第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１８）その他関係【選

挙】」について、別紙のとおり報告する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成２１年７月３０日提出 

 
 
 
 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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○総務部会 選挙分科会 

協議ランク Ａ   協議会確認日：第２回協議会 H20/12/24  現況調書1～5ページ 

協定項目 
第２５号 各種事務事業の取扱い 

（１８）その他関係【選挙】 

調整方針 ５．合併後０年を目処に統合するよう調整する。 

 
○投票所の閉鎖時刻について 
（合併後、最初に行われる一般選挙） 
有権者の投票行動等を十分検証する必要があり、有権者はもちろん立候補者に

とっても不公平感のない投票所運営方法を合併までに調整する。 
○期日前投票所は本庁、須木庁舎、野尻庁舎に各 1 箇所とする。閉鎖時刻につい
ては合併までに調整する。 

○開票開始時刻の取扱いについては、投票箱送致に要する時間を勘案し、開票時

刻を設定する必要があるので合併までに調整する。 
 
 
個別調整結果 

 
○投票所の開始時刻は午前7時とする。小林地区の閉鎖時刻は現行のまま引き継ぎ、

野尻町区については、現行の投票所閉鎖時刻は午後6時であるが、合併後におい

て特に地方選挙の場合、候補者・有権者等の不公平感及び投票箱送致時間を考慮

し、全投票区午後7時閉鎖とする。 

なお、農業委員会委員選挙の投票所の開始・閉鎖時刻は、現行の午前7時から午

後6時までとする。 

 

○期日前投票所を野尻庁舎に設置し、開閉時刻は午前 8 時 30 分から午後 8 時まで

とする。期日前投票システムは市長選挙に対応するように事前に準備を進める。 

 

○開票開始時間は新市の選挙管理委員会で決定する。 
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 報告第２９号  

 
 

自治会・行政連絡機構の取扱いについて 

 
 
 
合併協定項目第１９号「自治会・行政連絡機構の取扱い」について、別紙のとおり

報告する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成２１年７月３０日提出 

 
 
 
 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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○企画財政部会 企画分科会 

協議ランク Ａ   協議会確認日：第２回協議会 H20/12/24  現況調書6～15ページ 

協定項目  第１９号 自治会・行政連絡機構の取扱い 

調整方針 ５．合併後０年を目処に統合するよう調整する。 

 
○行政推進業務委託料、いきいき地域づくり区交付金の算定基準については、合併ま

でに調整する。 

個別調整結果 

 
○野尻町における分区運営交付金の交付経緯を踏まえ、交付金の急激な減額を避ける

ため、激変緩和措置を講ずる必要がある。（別紙のとおり） 
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 報告第３０号  

 
 

町名・字名の取扱いについて 

 
 
 
合併協定項目第２０号「町名・字名の取扱い」について、別紙のとおり報告する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成２１年７月３０日提出 

 
 
 
 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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協議ランク Ａ   協議会確認日：第２回協議会 H20/12/24  現況調書16～17ページ 

協定項目  第２０号 町名・字名の取扱い 

調整方針 ４．当面現行どおりとし、合併後０年を目処に新たな制度等を制定する。 

 
○町・字の区域は、現行のとおりとする。 
○町・字の表示は、「大字」の文字を削除し、野尻町の区域は、「小林市」の次に「野

尻町」を付す。 
○地域自治区設置期間終了後の表示は、合併後に再度検討する。 
 
 
個別調整結果 

 
○庁内システムに関する対応は、電算統合グループで対応する。 
○新市全域に住所表記の変更が生じるため、広報班を通じて住民に周知する。 
○例規の対応は、文書例規グループを通じて調整する。 
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 報告第３１号  

 
 

その他関係【市町の計画、運輸・通信】について 

 
 
 
合併協定項目第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１８）その他関係【市

町の計画、運輸・通信】」について、別紙のとおり報告する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成２１年７月３０日提出 

 
 
 
 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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協議ランク Ａ   協議会確認日：第２回協議会 H20/12/24  現況調書18ページ 

協定項目  
第２５号 各種事務事業の取扱い 

（１８） その他関係【市町の計画、運輸・通信】 

調整方針 ５．合併後３年を目処に統合するよう調整する。 

 
○運輸・通信について 
コミュニティバス等については、運行地域が異なるため、当分の間は現行どおりと

するが、利用料金等については、地域公共交通会議等の意見を踏まえ、合併後３年

を目処に統一する。 
 
 
個別調整結果 

 
○運行方式等については、小林市で設置している地域公共交通会議において平成２２

年度に検討する。 
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 報告第３２号  

 
 

その他関係【企画】について 

 
 
 
合併協定項目第２５号「各種事務事業の取扱い」のうち「（１８）その他関係【企

画】」について、別紙のとおり報告する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成２１年７月３０日提出 

 
 
 
 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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協議ランク Ａ   協議会確認日：第２回協議会 H20/12/24  現況調書19ページ 

協定項目  
第２５号 各種事務事業の取扱い  

（１８）その他関係【企画】 

調整方針 ４．当面現行どおりとし、合併後０年を目処に新たな制度等を制定する。 

 
○ふるさと振興基金は統合する。なお、基金の活用状況が異なるため整理し、合併ま

でに新たな制度を制定する。 

個別調整結果 

 
○基金の活用方法については、使途目的などを整理し、活用を規定する要綱の制定を

含め、検討を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




